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No. カテゴリ 質問 回答

1 全般

記録条件仕様案や基本マスター案、出力紙レセプト様式案をはじめとする診療報
酬情報提供サービスのホームページ上に公表されている各種資料について、診療報
酬改定等により更新は発生するのでしょうか。
更新が発生する場合、各種資料の更新版の確認方法について教えてください。

現在診療報酬情報提供サービスのホームページ上で公表している記録条件仕様
等は、令和４年度の診療報酬改定による変更を考慮したものとなります。今後の
診療報酬改定等により内容に変更が生じた場合は、診療報酬改定の内容が確定
した段階で整理しご提示することとなります。
なお、現在の掲載資料についても、令和６年７月からのオンライン請求開始に向け
て、各種資料の更新が発生する可能性がございますので、定期的に診療報酬情報
提供サービスのホームページに掲載されている情報をご確認ください。
なお、訪問看護におけるオンライン資格確認・オンライン請求に関する最新の情報に
ついては、医療機関等向け総合ポータルサイトに掲載しておりますので、適宜、ご確
認ください。https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm

2 全般
記録条件仕様案や基本マスター案をはじめとする診療報酬情報提供サービスの
ホームページ上に公表されている各種資料について、使用料は不要でしょうか。

記録条件仕様案や基本マスター案をはじめとする診療報酬情報提供サービスの
ホームページ上に公表されている各種資料は、すべて無料で利用可能です。

3 全般
訪問看護レセプトのオンライン請求開始前の請求について、月遅れ請求する場合は
どのようにすれば良いでしょうか。

指定訪問看護の実施月における請求形態で、請求をお願いいたします。
令和６年５月以前に実施した訪問看護レセプトの月遅れ請求については、請求
年月に関わらず、紙で請求いただくこととなります。

4 全般
複数の訪問看護ステーションを経営する指定訪問看護事業者において、複数の訪
問看護ステーションのレセプトをまとめて審査支払機関に請求することは可能でしょう
か。

複数の訪問看護ステーションを経営する指定訪問看護事業者において、訪問看護
ステーションごとにそのコードを付してレセプトを作成し、まとめて審査支払機関に請
求することは差し支えありません。ただし、レセプト請求をする場合には、請求用端末
に、訪問看護ステーションごとに発行される電子証明書をインストールし、電子証明
書を切り替えながら請求する必要があることに留意してください。
なお、民間のシステムベンダや代行請求事業者等による請求は認められません。
本取扱いについては、社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康
保険中央会に確認済みです。

5 電子証明書 電子証明書は一度購入したら、更新等は不要でしょうか。

電子証明書には有効期限（3年3か月）がありますので、更新が必要となります。
更新については、オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザマニュア
ルをご確認ください。https://www.iryohokenjyoho-
portalsite.jp/download/post-12.html

6 記録条件仕様案
社会保険分と国民健康保険分の請求用ファイルは、別々に出力する必要がありま
すか。
2ファイル以上になる場合、ファイル名の指定があれば教えてください。

社会保険分と国民健康保険分は請求先の審査支払機関が異なるため、別ファイ
ルでの出力をお願いいたします。
訪問看護事業所においては、訪問看護ステーション情報レコードで請求先の審査
支払機関（社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会）を
選択の上、それぞれのファイルを出力いただくこととなります。
ファイル名については、社会保険分・国民健康保険分に関わらず、診療報酬情報
提供サービスのホームページ上に公表している記録条件仕様案（一次請求）の
P1に記載のとおり、ファイル名を“RECEIPTH”、拡張名を“UKE”としていただく必要
があります。

7 記録条件仕様案 返戻ファイルには、返戻となったレセプトデータのみ記録されるのでしょうか。
オンライン請求サイトよりダウンロードいただく返戻ファイル（RECEIPTH.HEN）は
返戻となったレセプトのみ記録されます。

8 記録条件仕様案
「オンラインによる請求に係る記録条件仕様」のコメントレコードは、どの様な場合に
記録をするのでしょうか。

審査支払機関及び保険者等にコメントが必要なものがあれば、コメントコードにより
記録することが可能となります。
訪問看護用のコメントコードとしてコメントマスターに反映する内容については、現時
点では未定です。

9 基本マスター案 基本マスターテーブルの体系図などはありますか。

体系図はございませんが、診療報酬情報提供サービスに掲載の「訪問看護療養費
マスター（レイアウト案）」の資料において、以下のとおりお示ししています。
基本テーブルとそれ以外のテーブルの関連確認方法は、以下の項目で確認できま
す。
・基本・基本加算テーブル・・・基本テーブルの項番50「基本・基本加算テーブル関
連識別」
・算定回数限度テーブル・・・基本テーブルの項番51「算定回数限度テーブル関連
識別」
・併算定背反テーブル・・・基本テーブルの項番52「併算定背反テーブル関連識別」
・施設基準テーブル・・・基本テーブルの項番49「施設基準グループ」
項番50～52について「０」は関連なし、「１」は関連あり
項番49について「0000」は関連なし、「0000」以外は関連ありとなります。

10 基本マスター案
「傷病名マスター」「修飾語マスター」「コメントマスター」のレイアウト案の掲載場所を
教えてください。

医科等他の医療保険請求レセプトと共通のマスターについては、診療報酬情報提
供サービスのホームページのメニュー「基本マスター検索」の中の「ファイルダウンロード」
のページに、データ内容に関するPDFや説明ページへのリンクを掲載しています。

https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/downloadMenu/;js
essionid=998C2577FC9CBD387F4A2DCB6A2A68F1

11
出力紙レセプト様
式案

「出力紙レセプト様式案（訪問看護）」はどのような時に誰が使用するものですか。

出力紙レセプト様式案（訪問看護）は、請求内容を確認する必要がある場合
（システム面での不測の事態など）、紙レセプトに出力する様式を定めたものになり
ます。
紙レセプトの出力機能の実装についてもご検討ください。


